
青梅市立小・中学校の保護者の皆様                                令和 3年 4月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子供たちの学びが変わります！新しい日常における新たな学び 

～青梅市がめざすこれからの教育の姿～ 

多様な子供たち一人一人を誰一人取り残すことなく、公正に個別最適
化された創造性を育む教育を実現させていきます。 

 

子供たちの学びのここが変わります！ 

文部科学省の GIGA スクール構想に基づき、青梅市教育委員会では市立小・中学校

の児童・生徒全員に対して、一人一台の学習用端末の配備を令和３年３月に終えました。 

今後学習用端末を授業において活用することで、児童・生徒一人一人に応じた個別最

適な学習、様々な情報や人々とつながる交流学習、持ち帰りによる家庭での学習展開な

ど、子供たちの学習の幅が大きく広がります。 

～青梅市に導入される端末の紹介～

 https://jpn.nec.com.products.bizpc/cb/y1/pdf/cb_201911.p

～GIGA スクール構想とは～ 

一人一台の学習用端末と、高速大

容量の通信ネットワークを一体的

に整備することで、特別な支援を必

要とする子供を含め、多様な子供た

ちを誰一人取り残すことなく、公正

に個別最適化され、資質・能力が一

層確実に育成できる教育 ICT 環境

を実現する。 

【文部科学省公式プロモーション動画】 

https://www.youtube.com/watch?v

=K0wxp_vyRKM 

 

 

 
学校では・・・（例） 

〇調べたいことや目的に応じて、インター    

ネット等で様々な情報を収集・整理・分析。 

〇推敲しながら長文を作成したり、グループで  

調べて考えたことを、写真・音声・動画等を用

いたプレゼンテーションにまとめて発表。 

〇教科書の QR コードを読み取り、写真や動画      

にアクセス。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご家庭へのお願い 

★端末の充電をお願いします。 

端末は学校に設置した充電保管庫で夜間

に充電します。長期休業等で充電器を持ち帰

った時は、必要に応じて充電をお願いします。 

★インターネット環境をご用意ください。 

〇今後市内小・中学校では、端末を持ち帰ることを前提に教育活動を推進していき

ます。持ち帰った端末は、ご自宅の無線 LAN に接続して使用いたします。各ご家庭

で無線 LANのご準備をよろしくお願いいたします。 

（すでに無線 LANが設置されている場合、スマートホン 

などのテザリング機能が使える場合は、新たにご用意い 

ただく必要はありません。） 

 

★ルールをご確認ください。 

 端末の扱いやインターネットの使用につい

て「学習用端末の活用のルール（別紙）」を

お子さんと読み、ご家庭でも指導してくださ

い。学校でもインターネットの 

使い方や健康面に配慮して 

端末を使うよう指導していき 

ます。 

★大切に扱ってください。 
 端末は青梅市が貸し出すものです。卒業ま
で大切に扱うよう、学校でも指導します。ご家
庭でもご協力をお願いします。 

いいまちは いい学校をつくり いい学校は いいまちをつくる 青梅市教育委員会指導室 

お問い合わせ 0428-22-1111 
機器に関すること（ 指導係 ）2373 
指導に関すること（指導主事）2376 

家庭では・・・（例） 

〇オンラインの教材で、 
自己のレベルに応じて 
学習を進める。 

〇学校から出された課題 
に、学校の授業や動画を 
振り返りながら取り組む。 

〇発表に向けたプレゼンテーションを
グループの友達とそれぞれの自宅で
同時編集する。 

 

 他にも・・・（例） 

〇他校や外国人との交流
や外部講師による専門
的な授業。 

〇非常時でも、Web 会議
ツールを使っ 
て健康観察や 
連絡、課題 
の配布・提 
出を行う。 

 
 


